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☆オンライン知的財産セミナー（中国特許セミナー） ⑾
☆優先権主張の要件について（上）
　～実施例追加のケースを題材として～…… ⑴

１　はじめに
特許法41条に規定される優先権（いわゆる国内優

先）の主張及びパリ条約による優先権（いわゆるパ
リ優先）の主張（以下、合わせて「優先権主張」と
いう１。）は、特許出願の実務において多用されてい
る。

しかしながら、優先権主張出願の明細書等（明細
書、特許請求の範囲及び図面をいう。以下同じ。）に、

基礎出願の当初明細書等に記載がなかった実施例が
追加された場合（以下「実施例追加のケース」とい
う。）に、基礎出願に存在していた請求項に係る発明
について優先権主張の効果が認められるかは、裁判
例によって判断が分かれている。

また、優先権主張の要件２については、新規性・
進歩性の判断基準時を担保しつつ明細書等の記載を
変更するという点で共通する補正の要件３との関係
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